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 貸　　借　　対　　照　　表 

（平成 15 年 3 月 31 日現在）  （単位：千円） 

　

（ ）

負債及び資本の部資　産　の　部
金　　額科　　　　目金　　額科　　　　目
10,867,930
１,９７５,３７５
２,７１６,４０４
５,４２０,０００
３９,３７８
６１７,１６０
１２,３５２
６４,０３３
２１,８４１
１,３８４

10,391,990
２,５００,０００
３,８００,０００
３,７６７,８５３
２８４,１３６
４０,０００

21,259,921

4,053,053

2,199,185
２,１９９,１８５

12,137,024
８１２,２８４

１０,１８６,９１０
１８６,９１０

１０,０００,０００
１,１３７,８２９
（７５２,０３８）

251,671

△　4,302

18,636,632

流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
預 り 金
その他の流動負債

固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
その他の固定負債

負 債 合 計

資 本 金　

資 本 剰 余 金　 　
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金　
利 益 準 備 金
任 意 積 立 金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金

当 期 未 処 分 利 益
（うち当期損失）

株式等評価差額金　　

自 己 株 式　 　

資 本 合 計

17,010,754
４,５９７,１２５
１,３８０,７２１
５,０１８,８１５
５０,０３１
２,８８０

１,８１０,７５１
１,３０５,１５４
２,６３６,５６３
３５,１４０
２４,１８６
２０４,４２３

△　５５,０４０

22,885,799
8,461,432
３,３９１,４０７
２４４,７６８
１,２５４,５８８
２７,３１６
６１７,６６９
２,８４４,４３７
８１,２４４
181,623
１７１,８９６
９,７２７

14,242,743
４,４７０,１７０
５,６１６,８２０
１,４５０,０００
２９,４９１
９２,５３０

２,３３４,２３８
４４,４４３
３０７,７５９

△　１０２,７０９

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品
製 品
原 材 料
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
その他の流動資産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
 有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工具・器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

 無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
諸 利 用 権

 投 資 等
投 資 有 価 証 券
子 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
長期繰延税金資産
保 険 積 立 金
そ の 他 の 投 資 等
貸 倒 引 当 金

39,896,554　負債及び資本合計　39,896,554　 資 産 合 計　
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　（注）　１．記載金額は，千円未満を切り捨てて表示している。
２．子会社に対する短期金銭債権 １,４５６,６８０千円
子会社に対する長期金銭債権 １,４５０,０００千円
子会社に対する短期金銭債務 １,０５４,０３１千円

３．重要な外貨建資産
投資有価証券 １０４,７７６千円

 （３７,４２０千タイバーツ）
４．有形固定資産の減価償却累計額 ２１,６８０,３１７千円
５．貸借対照表に計上した固定資産のほか，生産設備，事務用機器，通
信機器等の一部についてリース契約により使用している。

６．担保に供している資産
有形固定資産 ３,７７０,３６２千円

７．保証債務 ２１５,０００千円
８．役員退職慰労引当金は，商法第２８７条ノ２に規定する引当金である。
９．商法第２９０条第１項第６号に規定する純資産額 ２５１,１４５千円
　１０ ．１株当たりの当期損失 １５円５９銭
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損　　益　　計　　算　　書 

 （平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日まで）（単位：千円） 

　（注）　１．記載金額は，千円未満を切り捨てて表示している。
２．子会社との取引高 売上高 １,５７９,８３４千円
 仕入高 ３,０４２,６９０千円
 営業取引以外の取引高 １,２８２,５３６千円

金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　目
19,827,203

21,482,856

　
１９,８２７,２０３

１７,８５５,９５１
３,６２６,９０４

営 業 収 益
売 上 高

営 業 費 用
売 上 原 価
販売費及び一般管理費

営
業
損
益
の
部

経

常

損

益

の

部

1,655,653営 業 損 失
421,924

366,109

１７４,６９６
１１２,９４６
１３４,２８０

１０６,１３６
２,２４２

２５７,７３０

営 業 外 収 益
受取利息及び配当金
固 定 資 産 賃 貸 料
雑 収 入

営 業 外 費 用
支 払 利 息
社 債 利 息
雑 損 失

営
業
外
損
益
の
部

1,599,838経 常 損 失

3,253,317

　

1,528,203

２２９,３９２

３,０２１,８８２
２,０４２

２７,１１４
２５６,９２１
９７１,５４９
２２８,０４５
４４,５７１

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
厚生年金基金解散に伴う
退職給付引当金取崩益
そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失
固定資産除却・売却損
投 資 有 価 証 券 評 価 損
特 別 退 職 給 付 費 用
棚 卸 資 産 除 却 損
そ の 他 の 特 別 損 失

特

別

損

益

の

部

125,275税 引 前 当 期 利 益
12,352法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税
864,961法 人 税 等 調 整 額
752,038当 期 損 失
1,889,867前 期 繰 越 利 益
1,137,829当 期 未 処 分 利 益
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〈重要な会計方針〉
１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び
関連会社株式
 移動平均法による原価法

その他有価証券 時価のあるもの
 期末日の市場価格等に基づく時価法
 　　評価差額：全部資本直入法
 　　売却原価：移 動 平 均 法
 時価のないもの
 　移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法
 時価法
３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品 個別法による原価法
商品・原材料・貯蔵品 移動平均法による原価法

４．固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
　　建物 （建物附属設備を除く。） 定額法
　　その他 定率法
・無形固定資産 定額法

５．少額減価償却資産の減価償却の方法
取得価額が　１０ 万円以上　２０ 万円未満の資産については，事業年度毎に一括し

て３年間で均等償却する方法によっている。
６．繰延資産の処理方法

開発費
平成　１１ 年３月　３１ 日以前に発生したものについては，支出後５年間で毎期均等

額を償却している。
７．引当金の計上の方法
�　貸倒引当金　　　　　　　　　　　

債権の貸倒れによる損失に備えるため，一般債権については貸倒実績率に
より，貸倒懸念債権等，特定の債権については個別に回収可能性を検討し，
回収不能見込額を計上している。
�　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上し
ている。

（ ）
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なお，平成　１５ 年３月　１８ 日に厚生労働省より愛知電機厚生年金基金解散の認可
を受け，同日付で解散している。これにより，同厚生年金基金解散による退
職給付制度の終了に伴う会計処理として，退職給付引当金取崩益３,０２１,８８２
千円を特別利益に計上している。 
�　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため，内規に基づく期末要支給額の
１００％を計上している。

８．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については， 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっている。

９．消費税等の処理方法
　税抜方式

　１０ ．貸借対照表　資本の部の表示
商法施行規則（平成　１４ 年３月　２９ 日　法務省令第　２２ 号）の規定により，当期から
資本の部を資本金，資本剰余金，利益剰余金，株式等評価差額金及び自己株式
の項目に区分して表示している。

　１１ ．自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準
当期より「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計
基準第１号）を適用している。
なお，この変更に伴う損益に与える影響はない。

　１２ ．１株当たり当期純利益に関する会計基準等
当期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）

及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第４号）を適用している。
なお，同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響はない。

　１３ ．税効果会計
法人事業税における外形標準課税制度の導入に伴い税効果会計適用上の実効

税率を変更している。
この結果，法人税等調整額が８１,７９５千円増加し，当期損失が同額増加してい

る。


